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【 請 求 項 １ 】
　 遊 技 者 に よ り 操 作 さ れ る 操 作 部 と 、 該 操 作 部 の 操 作 に 伴 い 進 行 さ れ る 遊 技 状 況 を 遊 技 者
に 視 認 可 能 と す る 透 視 窓 部 と を 前 面 部 に 備 え る と と も に 、
　 前 記 透 視 窓 部 を 介 し て 視 認 可 能 な 可 動 装 飾 部 材 と 、
　 該 可 動 装 飾 部 材 を 動 作 さ せ る 電 動 ア ク チ ュ エ ー タ と 、
　 該 電 動 ア ク チ ュ エ ー タ を 駆 動 制 御 す る 駆 動 制 御 手 段 と 、
　 前 記 遊 技 状 況 が 所 定 の 遊 技 状 況 と な っ て い る と き に 、 前 記 電 動 ア ク チ ュ エ ー タ を 駆 動 制
御 す る か ど う か を 判 定 す る 駆 動 判 定 手 段 と
を 備 え 、
　 前 記 駆 動 制 御 手 段 は 、
　

　

【 請 求 項 ２ 】
　

【 請 求 項 ３ 】
　

【 請 求 項 ４ 】
　

所 定 の 周 期 で 動 作 す る よ う 前 記 電 動 ア ク チ ュ エ ー タ を 駆 動 制 御 す る と と も に 、 前 記 所 定
の 遊 技 状 況 下 で は 該 駆 動 制 御 を 中 止 す る 通 常 時 制 御 手 段 と 、

前 記 駆 動 判 定 手 段 に よ り 前 記 電 動 ア ク チ ュ エ ー タ を 駆 動 制 御 す る 旨 の 判 定 が 行 わ れ た 場
合 に 、 前 記 所 定 の 遊 技 状 況 下 に お い て 、 前 記 所 定 の 周 期 と は 異 な る 予 め 設 定 さ れ た 態 様 で
動 作 す る よ う 前 記 電 動 ア ク チ ュ エ ー タ を 駆 動 制 御 す る 演 出 時 制 御 手 段 と
を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。

前 記 遊 技 状 況 が 特 別 な 遊 技 状 況 と な っ た と き に は 遊 技 者 に 有 利 な 特 別 遊 技 状 態 が 発 生 す
る 構 成 と し 、 前 記 所 定 の 遊 技 状 況 と は 、 前 記 遊 技 状 況 が 前 記 特 別 遊 技 状 態 の 発 生 と 関 連 し
た 遊 技 状 況 と な る こ と で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 駆 動 判 定 手 段 は 、 前 記 特 別 遊 技 状 態 が 発 生 す る 遊 技 回 の と き に の み 判 定 を 行 い 、 前
記 電 動 ア ク チ ュ エ ー タ を 駆 動 制 御 す る 旨 の 判 定 が 行 わ れ た 場 合 に は 、 前 記 演 出 時 制 御 手 段
は 該 遊 技 回 に お い て 前 記 電 動 ア ク チ ュ エ ー タ を 駆 動 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に
記 載 の 遊 技 機 。

前 記 可 動 装 飾 部 材 は 、 前 記 透 視 窓 部 を 介 し て 視 認 不 可 能 、 又 は 視 認 困 難 な 初 期 位 置 と 、
前 記 透 視 窓 部 を 介 し て 視 認 可 能 な 動 作 位 置 と の 間 で 切 り 替 え 動 作 す る こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 １ 乃 至 ３ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。



【 請 求 項 ５ 】
　
　
　

　

　
　
　
　

　
　

　

【 請 求 項 ６ 】
　

【 請 求 項 ７ 】
　

【 請 求 項 ８ 】
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表 示 画 面 上 に 複 数 の 絵 柄 を 変 動 表 示 す る 絵 柄 表 示 装 置 と 、
前 記 複 数 の 絵 柄 の 変 動 開 始 条 件 成 立 を 判 断 す る 変 動 開 始 判 断 手 段 と 、
該 変 動 開 始 判 断 手 段 に よ る 変 動 開 始 条 件 成 立 を 示 す 判 断 結 果 に 基 づ い て 、 前 記 複 数 の 絵

柄 の 変 動 表 示 を 開 始 さ せ 、 予 め 設 定 さ れ た 変 動 態 様 に 従 っ て 変 動 表 示 さ せ た 後 に そ の 変 動
表 示 を 終 了 さ せ る よ う 前 記 絵 柄 表 示 装 置 を 表 示 制 御 す る 表 示 制 御 手 段 と 、

前 記 複 数 の 絵 柄 が 前 記 表 示 画 面 の 有 効 ラ イ ン 上 で 所 定 の 絵 柄 の 組 合 せ と な っ て 変 動 表 示
を 終 了 し た 場 合 に 、 遊 技 者 に 有 利 な 特 別 遊 技 状 態 を 発 生 さ せ る 特 別 遊 技 状 態 発 生 手 段 と 、

遊 技 機 前 方 か ら 視 認 可 能 な 可 動 装 飾 部 材 と 、
該 可 動 装 飾 部 材 を 動 作 さ せ る 電 動 ア ク チ ュ エ ー タ と 、
該 電 動 ア ク チ ュ エ ー タ を 駆 動 制 御 す る 駆 動 制 御 手 段 と 、
前 記 変 動 態 様 が 所 定 の 変 動 態 様 と な っ て い る と き に 、 前 記 電 動 ア ク チ ュ エ ー タ を 駆 動 制

御 す る か ど う か を 判 定 す る 駆 動 判 定 手 段 と
を 備 え 、

前 記 駆 動 制 御 手 段 は 、
所 定 の 周 期 で 動 作 す る よ う 前 記 電 動 ア ク チ ュ エ ー タ を 駆 動 制 御 す る と と も に 、 前 記 表 示

画 面 上 に お い て 前 記 所 定 の 変 動 態 様 が 表 示 さ れ て い る 状 況 下 で は 該 駆 動 制 御 を 中 止 す る 通
常 時 制 御 手 段 と 、

前 記 駆 動 判 定 手 段 に よ り 前 記 電 動 ア ク チ ュ エ ー タ を 駆 動 制 御 す る 旨 の 判 定 が 行 わ れ た 場
合 に 、 前 記 所 定 の 変 動 態 様 が 表 示 さ れ て い る 状 況 下 に お い て 、 前 記 所 定 の 周 期 と は 異 な る
予 め 設 定 さ れ た 態 様 で 動 作 す る よ う 前 記 電 動 ア ク チ ュ エ ー タ を 駆 動 制 御 す る 演 出 時 制 御 手
段 と
を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。

前 記 所 定 の 変 動 態 様 と は 、 前 記 表 示 画 面 上 に お い て 前 記 複 数 の 絵 柄 を 停 止 表 示 す る 前 段
階 と し て 待 機 絵 柄 の 組 合 せ を 停 止 表 示 し 、 該 待 機 絵 柄 の 組 合 せ の 表 示 下 で 行 わ れ る 待 機 状
態 変 動 演 出 の こ と で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 駆 動 判 定 手 段 は 、 前 記 特 別 遊 技 状 態 が 発 生 す る 遊 技 回 の と き に の み 判 定 を 行 い 、 前
記 電 動 ア ク チ ュ エ ー タ を 駆 動 制 御 す る 旨 の 判 定 が 行 わ れ た 場 合 に は 、 前 記 演 出 時 制 御 手 段
は 当 該 遊 技 回 に お い て 前 記 電 動 ア ク チ ュ エ ー タ を 駆 動 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５
又 は ６ に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 可 動 装 飾 部 材 は 、 遊 技 機 前 方 か ら 視 認 不 可 能 、 又 は 視 認 困 難 な 初 期 位 置 と 、 遊 技 機
前 方 か ら 視 認 可 能 な 動 作 位 置 と の 間 で 切 り 替 え 動 作 す る 構 成 と し た こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 ５ 乃 至 ７ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。
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